
R６年度　知多市部活動一覧

種目・分野 八幡中 知多中 旭南中 東部中 中部中

1 軟式野球 ○ ○ ○ ○ ○

2 バレーボール ○ ○ ○ ○ ○

3 卓球 ○ ○ ○ ○

4 ソフトテニス ○ ○ ○ ○ ○

5 陸上競技 ○ ○ ○ ○ ○

6 剣道 ○ ○ ○ ○

7 柔道 ○ ○ ○ ○

8 サッカー ○ ○ ○ ○

9 バドミントン ○　※

10 バスケットボール ○ ○ ○ ○ ○

11 水泳 ○ ○ ○

12 新体操 ○　※

1 吹奏楽 ○ ○ ○ ○ ○

2 美術 ○ ○ ○ ○

3 家庭 ○ ○ ○

4 自然科学 ○

5 パソコン ○

6 文化文芸 ○

13 14 10 10 13

※　…　顧問が兼部のため兼ねている
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R６年度　知多市部活動の参加人数一覧

学校名【　５中集計　】

顧問

男（人） 女（人） 男（人） 女（人） 男（人） 女（人） （人）

1 軟式野球 26 2 34 0 33 4 99 11

2 バレーボール 12 51 10 44 5 55 177 11

3 卓球 30 15 33 16 42 17 153 10

4 ソフトテニス 60 53 42 62 36 48 301 18

5 陸上競技 90 43 54 46 54 32 319 12

6 剣道 18 6 14 8 6 8 60 8

7 柔道 7 5 19 4 3 2 40 8

8 サッカー 37 0 44 1 27 1 110 9

9 バドミントン 0 1 2 4 0 0 7 2

10 バスケットボール 31 45 53 46 52 23 250 20

11 水泳 7 3 17 6 25 11 69 5

12 新体操 0 0 1 1 0 0 2 2

合計 318 224 323 238 283 201 1,587 116

顧問

男（人） 女（人） 男（人） 女（人） 男（人） 女（人） （人）

1 吹奏楽 10 40 16 37 14 41 158 12

2 美術 11 24 5 24 10 34 108 8

3 家庭 5 14 2 15 3 14 53 6

4 自然科学 9 3 4 8 0 1 25 2

5 パソコン 14 2 11 2 12 0 41 2

6 文化文芸 16 0 28 2 18 1 65 2

合計 65 83 66 88 57 91 450 32

運動部 1,587 ＋ 文化部 450 ＝ 2,037 （人）

（人） （人） 在籍数 2,345 (人）

参加率 86.9%

合計

（人）

☆　部活動に参加している生徒の人数と顧問の人数を教えてください。

　※活動のない部活動は斜線（／）を入れてください。

☆　部活動への参加は　【全員参加制 ０　希望参加制５】

　※どちらかに○をつけてください。

※知多中のみ

※知多中のみ

※知多中のみ

※知多中×

※知多中・東部中×

※八幡中のみ

 文化部活動
１年 ２年 ３年

※知多・東部中×

※東部中×

※旭南中×

※知多中のみ

※八幡中・旭南中×

※旭南中×

合計

（人）
 運動部活動

１年 ２年 ３年

２
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部活動・課外活動の指導時間・休養日等に関するガイドライン 

 

 知多市小中学校における部活動・課外活動の指導時間・休養日等に関して、児童生

徒および教職員の健康保持のため、以下の通り基準を定める。 

 

＜中学校＞ 

○計画的に週２日以上の休養日を設ける。 

  ※原則的に「平日に１日」と「土日のいずれか１日」 

○土曜日・日曜日に終日練習を行わない。 

○大会・コンクール等のため、やむを得ず土日の両日に活動する場合は、代替え 

休養日を確保する。 

○大会・コンクールへの出場回数を精選し、休日に行う練習試合の回数は月２回  

までとする。 

○午後の部活動は、長くとも１７時００分までとする。ただし、校長が必要と判断

した場合は、３０分間以内の時間に限り、午後の部活動を延長して行うことがで

きる。 

○朝の部活動は行わない。ただし、校長が必要と判断した場合は、７時３０分以降、

３０分間以内の時間に限り、朝の部活動を行うことができる。 

○長期休業中においては、以下の通りとする。 

・平日は週３日以内とし、終日練習は行わない。ただし、大会等で終日活動した

場合は、必ず代替休養日を設ける。 

  ・休日は活動しない。 

＜小学校＞ 

○課外活動は行わない。 

 

令和６年７月 

知多市教育委員会・知多市小中学校長会 
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